
 

 日田市では、エネルギー価格の高騰による負担の軽減や温

室効果ガス排出量の削減を図るため、一定基準を満たす省エ

ネ家電購入費用の一部を補助します。 

 

 

のおしらせ 
日田市省エネ家電 

購 入 費 補 助 金 

エアコン 

冷 蔵 庫 

省エネ基準達成率100％以上

の製品が対象です。 

省エネ性マークを確認！ 

緑色なら対象製品！ 

 
 

【参考：家電リサイクル券（排出者控え）】 

 

経済産業省 

 「省エネ型製品情報サイト」 

   https://seihinjyoho.go.jp/ 

環境省 

 「省エネ製品買換ナビゲーションしんきゅうさん」 

   https://ondankataisaku.env.go.jp/shinkyusan/ 

で環境性能を比較してみよう!! 

本体購入金額（税抜）の 

【補助金計算例】 

 （本体価格155,000円－本体値引額10,000円） 

    × 補助率 １／３ ≒ 補助額48,000円 

【 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業 】 

◉ 日田市民で、市税に滞納がない方。 

◉ 購入家電が新品の省エネ家電で、市内の自らの居住する住宅 

 に設置する方。（事業所は対象外） 

◉ 購入する家電は、国、地方公共団体等による他の補助金を受 

 けていないこと。 

◉ 日田市内に所在する、販売店及び事業所等で購入した省エネ 

 家電であること。 

◉ 買換え前の家電は、家電リサイクル法に基づく適正処理を行 

 うこと。 

       ※ 補助金申請兼請求時に「家電リサイクル券（排出者控え）」の写しが必要です。 

◉ 令和８年６月26日以降に購入し、令和９年１月29日までに 

 設置が完了するもの。 

対
象
家
電 

エ ア コ ン ： 目 標 年 度 2 0 2 7 年 度 

冷  蔵  庫 ： 目 標 年 度 2 0 2 1 年 度 

補 助 率 

補助上限額 

・本体価格から値引額を引いた金額 

・1,000円未満の端数は切り捨て 

３分の１ 以内 

50,000 円 

 
補
助
要
件 ※ 買換え前の家電の処理につきましては、 

 家電を購入する販売店等に相談してくださ 

 い。 

※ 家電リサイクル券の排出者氏名は、原則 

 本補助金の申請者氏名と同じとしてくださ 

 い。 

省エネ家電について調べてみませんか 

 

 
申
請
受
付 

【申請受付期間】 

で製品を調べてみよう!! 

お

問

い 

合
わ
せ
先 

※ 一世帯につき、いずれか１台 

（右のQRｺｰﾄﾞから申込して下さい。） 

※ 予定件数に達し次第、受付終了と 
  なります。 

開始：令和８年７月１５日(水) から 
終了：令和９年１月２９日(金) まで 

電子申請による補助金申込が困難な方は、 

購入販売店等又は環境課にご相談ください。 

〒877-8601 

日田市田島２丁目６番１号（日田市役所２階） 

環境課 企画推進係（☎22-8357 / fax22-8241） 

  が必要です。 
※ 補助金申請を行うには、事前に『補助金申込』 

https://seihinjyoho.go.jp/
https://ondankataisaku.env.go.jp/shinkyusan/


日田市省エネ家電購入費補助 補助金申込書 
令和  年  月  日 

以下の事項を確認し、誓約・同意する場合はチェック欄□に「✓」を入れてください。 

申
請
の
流
れ 

➀ ➁ ➂ ④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑦ 

補
助
金 

申 
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受
理
通
知 

製
品
購
入 

設
置
完
了 

補
助
申
請

(

兼
請
求) 

審 

査 

交
付
決
定 

口
座
振
込 

※ ①③は同時でも可。ただし、申込状況などにより購入後に補助対象外となる場合があります。 

【 本申請時の必要書類 】 

 □ 領収書又はレシート（購入日、購入店舗等、購入製品名、購入費用の内訳がわかるもの） 

 □ 製造者(メーカー)が発行した対象家電に係る保証書の写し 

 □ 買換え前の家電の「家電リサイクル券（排出者控え）[原則申請者の氏名と同じ]」の写し 

 □ 省エネ家電を買換えたことが確認できる設置後の写真 

 □ 振込口座の通帳等の写し（金融機関、口座名義及び口座番号が確認できるもの） 

□ 購入する家電は、省エネ基準達成率100％以上のものです。 

□ 購入する家電は新品であり、市内の自ら居住する住宅に設置するものです。 

□ 購入する家電は、市内に所在する販売店等から購入するものです。 

□ 新品の対象省エネ家電製品を購入し、令和９年１月２９日(金)までに設置を完了します。 

□ 買換え前の家電製品は、家電リサイクル法に基づき販売店等で適正に処分します。 

   （本申請時には、原則申請者名と同じ「家電リサイクル券（排出者控え）」の写しを添付します。） 

□ 購入する家電は、国、地方公共団体その他の団体により他の補助を受けて購入しません。 

   （ 例：日田市高齢者エアコン設置支援事業による補助金 ） 

□ これまでに申請者及び申請者と同一世帯に属する者が、本補助金の交付決定を受けていません。 

□ 市税を滞納していません。 

□ 暴力団員ではありません。また、暴力団や暴力団員との関係はありません。 

□ 本補助金の交付要件の該当の可否等を審査するため、市が保有する住民登録状況を閲覧することに同意し 

 ます。 

□ 申込受理通知前に家電を購入する場合でも、申込審査の結果、交付内定者とならない場合があることを承 

 知しています。 

   ※ 書類に不足がある場合、受理通知を受けていても補助金の交付が出来ない場合があります。 

※ 令和８年６月２６日(金)から補助金申込受付開始迄の間に対象となる製品を購入した場合も、補助要件に合致 

 していれば補助対象となります。ただし、補助金申込が受理され申請にあたり必要な書類が添付されることが 

 □ 「滞納のない証明書」（申請日より３カ月以内のもの）… 税務課窓口又は各振興局、コンビニエンスストア（マイナンバーカード保有者） 

 条件となります。 


